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論壇
﹇
視
察
目
的
﹈

平
成
２０
年
４
月
３
日
〜
４
日
、

豊
島
支
部
で
は
情
報
シ
ス
テ
ム

特
別
委
員
会
と
法
対
策
部
の
共

同
主
催
で
、
支
部
長
を
視
察
団

長
と
し
て
総
勢
１９
名
の
役
員
・

委
員
が
参
加
し
て
、「
韓
国
の
電

子
申
告
制
度
と
納
税
者
権
利
保

護
制
度
」
の
視
察
と
意
見
交
換

会
を
実
施
し
ま
し
た
。
韓
国
ソ

ウ
ル
市
で
の
主
な
日
程
は
次
の

通
り
で
す
。
①
韓
国
国
税
庁

（
４
月
３
日
）
、
①
鐘
路
税
務
署

②
鐘
路
の
会
計
事
務
所
③
ソ
ウ

ル
地
方
税
務
士
会
（
４
月
４

日
）
。
視
察
内
容
を
電
子
申
告
中

心
で
簡
単
に
ご
報
告
し
ま
す
。

１
、
電
子
申
告
制
度
と
推
進

�
ホ
ー
ム
タ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て

ホ
ー
ム
タ
ッ
ク
ス
と
は
、
韓

国
版
電
子
申
告
シ
ス
テ
ム
の
名

称
で
、
納
税
者
が
税
務
署
に
行

か
な
く
て
も
家
庭
や
税
理
士
事

務
所
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

税
務
業
務
を
処
理
で
き
る
、
国

税
庁
が
提
供
す
る
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
言
い
ま
す
。

日
本
と
の
違
い
は
期
限
後
申

告
・
修
正
申
告
や
譲
渡
所
得
税

（
計
算
サ
ー
ビ
ス
の
み
）
は
電

子
申
告
に
対
応
し
て
い
な
い
そ

う
で
す
。
ま
た
、
相
続
税
・
贈

与
税
は
日
本
と
同
じ
で
従
来
通

り
の
紙
に
よ
る
申
告
で
添
付
書

類
が
多
い
の
で
電
子
化
す
る
メ

リ
ッ
ト
が
少
な
い
か
ら
と
の
こ

と
で
し
た
。

ま
た
、
国
民
に
募
集
し
て
作

っ
た
ホ
ー
ム
タ
ッ
ク
ス
サ
ー
ビ

ス
の
ロ
ゴ
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
で
Ｈ
ｏ
ｍ
ｅ
ｔ
ａ
ｘ
と
書
か

れ
て
お
り
、
Ｈ
ｏ
ｍ
ｅ
の
文
字

の
上
に
描
か
れ
た
屋
根
が
家

を
、
Ｔ
ａ
ｘ
の
文
字
の
下
に
描

か
れ
た
曲
線
が
顧
客
の
満
足
し

た
笑
み
を
表
し
て
い
ま
す
。

�
加
入
方
法

Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
の
み
で
加
入
で

き
ま
す
。
日
本
の
住
基
カ
ー
ド

等
の
電
子
証
明
書
に
つ
い
て
触

れ

る

と
「
何

で

必

要

な

の

か
？
」
と
台
湾
視
察
時
と
同
じ

質
問
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

①
既
に
「
公
認
認
証
書
」
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
等
で

使
用
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
公
認
Ｉ
Ｄ
、
パ
ス
を
持

っ
て
い
る
人
は
、
そ
れ
で
ロ
グ

イ
ン
し
て
加
入

②
確
定
申
告
の
案
内
文
に
個
人

用
識
別
番
号
を
付
与
し
そ
の
番

号
で
ロ
グ
イ
ン
し
て
加
入

③
既
登
録
事
業
者
に
携
帯
電
話

で
個
人
用
識
別
番
号
を
付
与
し

そ
の
番
号
で
ロ
グ
イ
ン
し
て
加

入④
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る

国
税
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
申
請

書
」
を
身
近
な
税
務
署
に
行
っ

て
提
出

☆
日
本
で
も
今
年
か
ら
、
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ロ

グ
イ
ン
し
て
電
子
申
告
開
始
届

を
提
出
す
る
だ
け
で
利
用
者
識

別
番
号
の
即
時
発
行
が
可
能
に

な
り
ま
し
た
か
ら
電
子
申
告
の

普
及
に
拍
車
が
掛
か
る
で
し
ょ

う
。

�
電
子
申
告
方
法

電
子
申
告
の
送
信
に
は
、
２

つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

①
一
括
電
送
方
式

税
務
士
が
税
務
会
計
ソ
フ
ト

（
注
１
）
に
入
力
し
て
申
告
関

係
書
類
を
電
子
申
告
フ
ァ
イ
ル

に
変
換
し
て
、
納
税
者
か
ら
同

意
書
も
ら
い
ホ
ー
ム
タ
ッ
ク
ス

に
よ
り
電
送
す
る
方
法
。

②
作
成
電
送
方
式

納
税
者
本
人
が
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
画
面
上
の
申
告
書
に
直
接

入
力
し
て
電
送
す
る
方
法
で
、

法
人
税
以
外
（
注
２
）
の
す
べ

て
の
電
子
申
告
税
目
で
す
。

�
電
子
申
告
推
進
施
策
（
税
務

士
）税

務
士
の
電
子
申
告
率
は
、

９９
％
と
非
常
に
高
い
割
合
と
な

っ
て
い
ま
す
。
税
務
士
会
に
普

及
方
法
を
訊
ね
る
と
、
国
税
庁

に
よ
り
納
税
者
と
税
務
代
理
人

に
電
子
申
告
の
税
額
控
除
（
連

年
）
が
実
施
さ
れ
た
と
の
こ
と

で
す
。
施
行
初
期
（
２
０
０
０

年
）
に
は
税
務
代
理
人
に
直
接

お
願
い
し
た
そ
う
で
す
。
ま

た
、
パ
ソ
コ
ン
の
バ
ー
ジ
ョ
ン

ア
ッ
プ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
そ
の
費
用
と
し
て
税
務

代
理
人
が
電
子
申
告
す
る
時
１

件
当
た
り
１
万
ウ
ォ
ン
、
最
大

１
０
０
万
ウ
ォ
ン
の
税
額
控
除

（
会
計
、
税
務
法
人
は
３
０
０

万
ウ
ォ
ン
）
が
税
務
代
理
人
に

付
与
さ
れ
ま
し
た
。（
「
２
０
０

８
年
１
月
１
日
以
降
施
行
」
１

０
０
万
ウ
ォ
ン
↓
２
０
０
万
ウ

ォ

ン
、
３
０
０
万

ウ

ォ

ン
↓

５
０
０
万
ウ
ォ
ン
）
昨
年
、
電

子
申
告
に
よ
る
行
政
支
出
節
減

は
４
２
０
０
億

ウ

ォ

ン
（
約

４
２
０
億
円
）
に
も
な
っ
た
そ

う
で
す
。
こ
の
節
約
経
費
を
税

額
控
除
に
あ
て
て
い
る
と
の
こ

と
で
す
。

�
そ
の
他

電
子
申
告
の
推
進
に
際
し
て

重
要
だ
と
感
じ
た
も
の
を
掲
げ

ま
す
。

①
ホ
ー
ム
タ
ッ
ク
ス
加
入
の
簡

便
化加

入
時
に
税
務
署
に
行
か
ず

に
済
む
よ
う
に
し
た
こ
と
。

②
ホ
ー
ム
タ
ッ
ク
ス
利
用
者
の

利
便
性
の
向
上

各
税
務
署
で
申
告
期
間
外
に

申
告
書
作
成
練
習
（
送
信
も
含

む
）
を
し
た
こ
と
。

日
本
で
は
、
研
修
会
で
送
信

の
練
習
が
出
来
な
い
た
め
実
務

セ
ミ
ナ
ー
が
難
し
い
状
況
で

す
。

③
広
報
お
よ
び
税
務
署
参
加
強

化
確
定
申
告
期
間
に
新
聞
、
地

下
鉄
広
告
板
、
商
店
街
訪
問
等

を
通
じ
て
電
子
申
告
の
利
便
性

を
広
報
し
た
。
ま
た
、
電
子
申

告
利
用
実
績
の
良
い
税
務
署
に

対
す
る
報
奨
制
度
も
実
施
し
て

い
る
。

④
そ
の
他

そ
の
他
、
現
金
領
収
書
カ
ー

ド
の
存
在
が
ホ
ー
ム
タ
ッ
ク
ス

サ
ー
ビ
ス
の
普
及
に
寄
与
し
て

い
る
よ
う
で
す
。

２
、
現
金
領
収
書
カ
ー
ド
の
活
用
（
現

金
決
済
内
容
が
国
税
庁
に
把
握
さ
れ

る
制
度
）

�
制
度
の
概
要

こ
の
制
度
は
、
消
費
者
が

５
０
０
０
ウ
ォ
ン
以
上
（
２
０

０
８
年
７
月
１
日
以
後
か
ら
５

０
０
０
ウ
ォ
ン
未
満
の
現
金
決

済
も
拡
大
）
現
金
決
済
す
る
時

に
現
金
領
収
書
カ
ー
ド
や
携
帯

電
話
番
号
、
住
民
登
録
番
号
等

の
本
人
確
認
手
段
を
提
示
す
れ

ば
、
現
金
決
済
内
容
が
国
税
庁

に
自
動
で
通
報
さ
れ
る
と
い
う

制
度
で
す
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
決
済
は
増
加
し
た
も
の
の
小

規
模
店
で
は
依
然
と
し
て
現
金

取
引
が
多
く
、
売
上
げ
の
把
握

が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

２
０
０
５
年
に
世
界
で
最
初
に

導
入
さ
れ
た
制
度
で
す
。

韓
国
で
は
、
納
税
者
が
国
税

庁
の
発
行
す
る
現
金
領
収
書
カ

ー
ド
と
現
金
を
渡
す
と
店
で
領

収
書
を
発
行
し
て
も
ら
え
ま

す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
現
金
取

引
に
つ
い
て
年
末
調
整
資
料

（
保
険
料
等
）
の
内
容
を
ま
と

め
た
も
の
が
所
得
控
除
と
し

て
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
タ
ッ
ク

ス
か
ら
自
動
的
に
集
計
さ
れ
て

出
て
く
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
そ
う
で
す
。
領
収
書
の
保
管

は
要
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
確
定

申
告
時
に
は
日
本
の
電
子
申
告

の
よ
う
に
第
３
者
作
成
書
類
の

添
付
は
必
要
は
無
く
一
部
資
料

は
提
出
義
務
も
免
除
し
て
い
る

そ
う
で
す
。
現
在
申
告
に
添
付

す
る
証
憑
書
類
中
約
９０
％
以
上

が
電
子
化
し
て
あ
る
そ
う
で
す
。

つ
ま
り
、
各
事
業
主
の
売
上
げ

を
国
税
庁
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が

把
握
し
て
い
る
の
で
添
付
（
医

療
費
の
領
収
書
等
を
後
か
ら
郵

送
又
は
別
紙
に
入
力
し
て
電
子

申
告
）は
要
ら
な
い
そ
う
で
す
。

�
現
金
領
収
証
使
用
お
よ
び
発

給
時
の
恩
恵

①
事
業
者
に
対
す
る
恩
恵

１
％
（
飲
食
、
宿
泊
簡
易
課

税
者
２
％
）
の
付
加
価
値
税
の

税
額
控
除
及
び
現
金
領
収
証
発

給
に
よ
る
前
年
対
比
増
加
し
た

収
入
金
額
に
対
す
る
所
得
税
に

対
す
る
税
額
控
除

②
消
費
者
に
対
す
る
恩
恵

勤
労
所
得
者
に
年
末
調
整
時

所
得
控
除
し
ま
す
。（
年
間
５
百

万
ウ
ォ
ン
限
度
）

③
現
金
領
収
証
事
業
者
に
対
す

る
恩
恵

現
金
領
収
証
発
給
装
置
設
置

費
１
７
５
０
０
ウ
ォ
ン
、
現
金

領
収
証
取
引
承
認
及
び
転
送
時

１
件
当
た
り
２２
ウ
ォ
ン
（
オ
ン

ラ
イ
ン
１５
・
４
ウ
ォ
ン
）
付
加

価
値
税
の
税
額
控
除

④
参
加
者
を
誘
導
す
る
た
め
現

金
領
収
証
く
じ

毎
月
１
回
Ｔ
Ｖ
放
送
を
通
じ

て
抽
選
を
実
施
す
る
。
償
金
は

最
高
１
千
万
ウ
ォ
ン
（
約
１
０

０
万
円
）

�
現
金
領
収
証
等
の
活
用

現
金
領
収
証
制
度
は
、
現
金

取
引
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
－
ド
を

併
用
し
て
自
営
業
者
の
課
税
標

準
を
把
握
す
る
た
め
に
活
用
さ

れ
て
い
る

現
金
領
収
証
と
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
の
取
引
金
額
に
よ
り
、

付
加
価
値
税
等
で
申
告
金
額
が

少
な
い
事
業
者
に
対
し
て
は
、

過
少
申
告
資
料
を
電
算
シ
ス
テ

ム
で
構
築
し
、
付
加
価
値
税
等

の
更
正
告
示
等
に
活
用
す
る
。

３
、
視
察
を
終
え
て

韓
国
の
納
税
者
権
利
保
護
制

度
は
紙
面
の
都
合
上
残
念
で
す

が
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

が
、
韓
国
国
税
庁
は
、
納
税
者

権
利
憲
章
で
納
税
者
の
権
利
擁

護
を
定
め
、
国
税
行
政
サ
ー
ビ

ス
憲
章
で
納
税
者
を
お
客
様
と

定
め
て
お
り
ま
す
。
日
本
で
も

電
子
申
告
を
推
進
す
る
た
め
に

は
、
①
納
税
者
、
税
理
士
会
、

ソ
フ
ト
会
社
が
協
力
し
合
う
こ

と
、
②
更
な
る
恩
恵
付
与
す
る

こ
と
、
③
利
用
者
の
利
便
性
を

図
る
こ
と
が
更
な
る
推
進
に
繋

が
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
学
び
ま

し
た
。
先
ず
は
税
理
士
が
１
０

０
％
電
子
申
告
を
目
指
す
。「
カ

ム
サ
ハ
ム
ニ
ダ
」

（
注
１
）
韓
国
は
国
税
庁
が
税

務
士
会
と
会
計
ソ
フ
ト
会
社
と

の
協
議
を
し
な
が
ら
電
子
申
告

を
推
進
す
る
仕
組
み
作
り
を
し

ま
し
た
。
大
手
２
社
に
よ
っ
て

ソ
フ
ト
が
提
供
さ
れ
て
、
そ
の

ソ
フ
ト
会
社
が
国
税
庁
の
電
子

申
告
実
施
に
協
力
し
た
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
共
同
開
発
し
ま
し
た
。

ソ
フ
ト
の
値
段
は
税
務
士
は

１
２
０
万
ウ
ォ
ン
（
１２
万
円
）
、

増
設
は
１
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
４
万

ウ
ォ
ン
（
４
千
円
）
、
保
守
料
年

間
６０
万
ウ
ォ
ン
（
６
万
円
）
で

す
。
ま
た
、
一
般
会
社
に
販
売

す
る
場
合
は
３
０
０
万
ウ
ォ
ン

（
３０
万
円
）
で
す
。
税
務
と
会

計
の
電
子
申
告
フ
ル
パ
ッ
ケ
ー

ジ
で
セ
ッ
ト
販
売
の
み
で
す
。

日
本
の
よ
う
に
会
計
ソ
フ
ト
と

税
務
申
告
ソ
フ
ト
を
別
の
メ
ー

カ
ー
の
も
の
を
使
う
こ
と
は
し

て
い
な
い
よ
う
で
す
。

（
注
２
）
韓
国
で
は
、
売
上
が

一
定
以
上
の
個
人
又
は
法
人

は
、
確
定
申
告
に
税
務
代
理
人

が
作
成
し
た
税
務
調
整
計
算
書

（
当
期
利
益
に
加
算
・
減
算
を

調
整
す
る
課
税
所
得
の
計
算

書
）
を
添
付
し
な
い
場
合
は
無

申
告
と
な
る
た
め
、
実
務
的
に

企
業
は
税
務
調
整
計
算
書
が
必

要
と
な
り
税
務
士
事
務
所
に
委

任
し
て
電
子
申
告
（
税
務
士
の

認
証
の
み
で
代
理
送
信
可
能
）

す
る
の
で
本
人
申
告
は
法
人
税

以
外
の
税
目
と
な
り
ま
す
。
ま

た
小
規
模
事
業
者
（
個
人
で
記

帳
を
し
て
な
い
人
）
は
、
国
税

庁
が
５
月
に
売
上
げ
に
対
し
て

何
％
（
推
計
課
税
）
と
し
て
、

こ
の
税
額
で
Ｏ
Ｋ
な
ら
送
信
し

て
く
だ
さ
い
！
と
案
内
す
る
そ

う
で
す
。

韓
国
視
察
記－

韓
国
の
電
子
申
告－

高畠久之
【豊島】
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